
就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知等①

２報酬請求に関する事項について
（３）在宅において利用する場合の支援について

① 就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅での
サービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者（以下「在宅利用者」という。）に対して
就労移行支援又は就労継続支援を提供するに当たり、次のアからキまでの要件のいずれにも該当する場合に限り、
報酬を算定する。
なお、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合には、運営規程において、在宅で実施する訓練内容

及び支援内容を明記しておくとともに、在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を指定
権者から求められた場合には提出できるようにしておくこと。その際、訓練状況（在宅利用者が実際に訓練して
いる状況）及び支援状況（在宅利用者に訓練課題に係る説明や質疑への対応、健康管理や求職活動に係る助言等）
については、本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュ
リティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮した上で、提出できるように
しておくことが望ましい。

ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動
の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、
常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。

イ 在宅利用者の支援に当たり、１日２回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が
作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、１日２回を超えた対応も
行うこと。

ウ 緊急時の対応ができること。
エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な
支援が提供できる体制を確保すること。

オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機器の活用により、評価等を
1週間につき１回は行うこと。

カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち１日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による
通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。

就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」
（平成 19 年４月２日障 障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
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就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知等②

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.８（1/2）（令和７年３月31日）

○ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所については、就労を希望する障害者や
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、生産活動、職場体験
その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等を
実施することで、本人の希望や能力、適性等に応じて、一般就労に移行し、
しっかりと定着できるよう支援することが重要である。

○ そのため、直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認
しながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での
支援を行うことが求められる。一方、オンラインによる支援が認められるのは、
例えば、重度障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる
在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められる
と市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合
に限られる。



就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知等②

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.８ （2/2）（令和７年３月31日）

○ また、留意事項通知において記載している要件のうち「ウ 緊急時の対応
ができること。」については、事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の
発生時等及びオンラインでの支援を行う場合における緊急時の対応について、
あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、緊急事態が発生した際には
当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施で
きる体制を整備しておく必要がある。

○ 一概に他都道府県に在住していることをもって、オンラインによる支援を
不可とはしないが、緊急時対応が担保されないような地域の利用者への
オンラインによる支援は原則として認められない。

○ 以上を踏まえ、指定権者におかれては、事業所からオンラインによる支援
を実施する旨の届出があった際に、オンラインによる支援によって利用者の
一般就労の知識や能力の向上に資するものか、留意事項通知で定める要件の
全てを満たしているか、緊急時に行う対応について、利用者への支援に支障
がないと認められるものかどうかを確認し、オンラインでも適切な支援が
提供可能かを判断されたい。

    また、支給決定を行う自治体におかれても、オンラインによる支援を希望
する利用者がいる場合には、支援を提供する事業所の情報など、指定権者に
対し、事業所の状況を聴取するなど自治体間で適宜連携を図られたい。


